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第２部　ぐんまの環境

（1） 尾瀬の自然情報発信

　尾瀬の保護には多くの関係機関や団体が関わって

おり、 尾瀬保護財団はこれらの団体等の話し合いの

場としての役割を担っています。

　群馬県では、 尾瀬山の鼻ビジターセンターの管理

運営を尾瀬保護財団に委託しており、 ビジターセン

ターに常駐している職員が、 日々移り変わる自然の

様子を環境保全活動の取組等の情報とともにインタ

ーネットを通じて発信しています。

　特にブログ 「今朝の尾瀬山ノ鼻」 では、 毎朝７時

の現場の天気や気温等をお知らせしています。

（2） 県立自然史博物館

　自然史博物館は、 豊富な展示物と映像、 多くのジ

オラマ等を用いて地球の生い立ちや生命の進化の

歴史、群馬県の豊かな自然を紹介しています。 また、

館内情報端末からの情報提供により、 子どもから大

人まで、 楽しみながら自然について学べる国内でも

有数の参加体験型博物館です。 さらに、 当館は県

内の自然を学術調査し、 その研究成果を論文や

WEB、 講座等を用いて公開するとともに、 県民から

の問い合わせにお答えする機関でもあります。

　ア　常設展

　群馬の自然を標高別に４つの地域に分け、 各地

域の代表的な生態系をジオラマで紹介しています。

ジオラマやその周囲には動植物や地質 ・ 岩石等

の標本を展示し、 群馬の生物多様性の現状をわ

かりやすく説明しています。 また世界レベルの貴

重な自然が残されている尾瀬については、 ジオラ

マや写真だけでなく、 尾瀬シアターでも映像を駆

使して紹介しています。

　環境教育の視点から設けた、 Ｅコーナー 「かけ

がえのない地球」、 Ｂコーナー 「群馬の自然環境」

では、 絶滅種や絶滅危惧種、 水質指標生物の展

示など、 環境を見つめ、 守り、 子孫に伝えること

の大切さが学べるようになっています。

　イ　企画展等の実施

　平成22年度は、「むし　虫ウォッチング」、「石になった

ものの記録」、「ぐんまの自然とめぐみ」、「自然のフォト

ギャラリー」、「脳を学ぶ　脳で学ぶ」 を開催しました。

特に 「ぐんまの自然とめぐみ」 は、 平成22年10月名

古屋市で開催された 「生物多様性条約第10回締約

国会議 （COP10）」 に合わせ、 ９月11日から10月末

日までの期間、 県庁１階県民ホールや当館を会場と

して開催しました。具体的には、自然環境課と共催し、

本県の生物多様性の変遷と現状を展示や講演会で

紹介することで、 県民の生物多様性保全への情報

ニーズに応えるとともに自然環境の保全への認識を

高める事業としました。なお、展示のキーワードを 「生

態系サービス」、「オーバーユース」、「アンダーユース」

と 「外来種」 とし、 自然と人との適切な関わりをメイ

ンテーマとして実施しました。

　ウ　情報システム

　自然に関する情報発信センターとして、 博物館

に蓄積されている豊富な情報を館内の情報コーナ

ーやWEBを通じて提供しています。 また、 世界の

博物館と情報を共有するネットワークに参加し、 収

蔵資料の情報を他の博物館や研究者に提供して

います。

　エ　調査研究

　群馬の貴重な自然を調査し県民に紹介するため、

県内をいくつかの地域に区分して、 職員の専門分

野を活かした調査 ・ 研究を実施しています。 平成

22年度は 「自然史調査報告書第５号」 を発刊し

ました。

　オ　教育普及事業

　野外へ出て豊かな自然を観察する 「ファミリー自

然観察会」 や地域の自然や科学をテーマとした

「講演会」、 県内の遠隔地で博物館資料を展示す

る 「移動博物館」など多くの事業を実施することで、

県民の方々に自然に親しむ機会を提供するととも

第４節　自然とのふれあいの推進

１　自然環境情報の提供

Bコーナー 「群馬の自然環境」

(財)尾瀬保護財団ホームページアドレス

http://www.oze-fnd.or.jp

ブログ 「今朝の尾瀬山ノ鼻」

http://yamavcblog.blog99.fc2.com



37

第１章　自然環境の保全と創造

　自然とのふれあいに対する需要の高まりに伴い、

自然公園に対する多様化した要求に応えるべく、 公

園利用と自然環境の保護 ・ 保全を考慮した施設の

整備補修、 維持管理を行っています。

（1） 国立 ・国定公園

　平成22年度は、 尾瀬国立公園内の赤法華鳩待峠

の木道など環境省からの施行委任により整備しまし

た。 また、 妙義荒船佐久高原国定公園内の荒船山

登山道整備など、 自然環境保全と適正な利用に配

慮しつつ、利用者の快適性向上に取り組んでいます。

（2） 県立公園

　赤城 ・ 榛名 ・ 妙義公園では、 公衆トイレの清掃や

遊歩道の下草刈りを地域住民が主体となった団体に

委託し、 地域密着型の公園管理に取り組みました。

　赤城公園では八丁峠登山道等整備、 榛名公園で

はユウスゲのみち標識整備など、 各施設の整備 ・補

修に取り組みました。

　県立公園は、 いずれも地域の観光と深く結びつい

ていることから、 管理する上では自然環境を貴重な

観光資源として保護に努める一方で、 地元市町村と

協調して、 その更なる利活用を図っていきます。

（3） 自然歩道

　長距離自然歩道は、 沿線の自然や歴史、 文化に

ふれながら手軽に歩くことができる道で、 群馬県内に

は35コースが設定されています。

　地元市町村の協力を得ながら管理に努めるとともに、

利用者からの声を反映した標識整備に取り組んでい

ます。

（4） 森林公園

　森林が持つ優れた自然環境を保全するとともに、

多くの方に保健休養や学習の場を提供するため、 県

内８箇所の森林公園の整備 ・ 管理を行い、 各森林

公園の魅力や特徴を活かした運営に努めています。

　第34回全国育樹祭の会場となった 「21世紀の森」

は、 ボランティアによる下草刈りや音楽祭が毎年開

催され、 人と森林とのふれあいの場として活用されて

います。

に、 人と自然との関わりを理解し、 自然を愛する

心を育む場を提供しています。 また、 小中学生を

対象にした 「ミュージアムスクール」 や、 高校生

を対象とした 「高校生学芸員」 等において、 野

外調査を基本とした活動をとおして、 自然に関心

を持つ次世代の人材育成を行っています。

２　自然公園 ・森林公園

特別展 「ぐんまの自然とめぐみ」 県庁展示風景 企画展 「石になったものの記録」 の講演会風景
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第２部　ぐんまの環境

つつじが岡公園リニューアルコラム

　館林市の城沼のほとりにある県立つつじが岡公園は、 古来からヤマツツジの密生する躑躅が崎と呼ばれた場所

で、 慶長10年 （1605） 館林城主榊原康政の頃、 側室お辻の方の入水から整備が始まり、 新田義貞の妻勾
こう

当
とうの

内
ない

侍
し

の遺愛のつつじの移植、 徳川綱吉による増殖など歴代城主に保護されました。

　明治に入り一時民有化されましたが、 明治17年邑楽郡87町村の共有地となった後、 明治31年邑楽郡有財産を

経て、 大正12年郡制廃止に伴い県有財産となり、 同時に県立公園として発足しました。

　公園の敷地内には、 昭和９年に国の名勝に指定された貴重なつつじ古木群を有し、 例年開催される 「つつじま

つり」 には、県内外から20万人を超える観光客で賑わう一方、つつじ以外の時期の利用者増 （公園の四季型化）

や利用者ニーズから乖離した施設のあり方などが課題となっていました。

　このため、平成21年に設置された 「つつじが岡公園グランドデザイン検討委員会」において検討が重ねられ 「多

様な主体の参画を促す花と緑にあふれる四季型都市公園」 へのリニューアルに取り組むこととなりました。

　リニューアルは、 平成22年度から24年度の３カ年計画で、 公園を大きく５つのゾーン （花山ゾーン、 四季の庭

ゾーン、広場ゾーン、中央サービスゾーン、パーキングゾーン） に区分し、花山ゾーンでは日本庭園をイメージし、

四季の庭ゾーンでは秋の紅葉など春夏秋冬の景をイメージし、 広場ゾーンではバーベキュー広場や大芝生広場

をイメージするなど整備を進めています。

　また、 館林市による公園の管理をはじめ、 地元地域住民との連携や民間活力の導入などにより、 県民に愛さ

れる公園づくりに取り組んで参ります。

県立つつじヶ岡公園リニューアル概要

広場ゾーン

春の景

冬の景

夏の景

秋の景

もみじ山
秋咲きつつじ

スロープ新設

四季の庭ゾーン
・春の景（梅林、桜による早春の演出）

・ 夏の景（ジャブジャブ池を利用し夏をイメージ）

・ 秋の景（もみじ山等により和風庭園を演出）

・ 冬の景（椿、サザンカの見本園）

中央サービスゾーン
・熱帯温室を中央サービスセンターに改装

・水産学習館を総合管理事務所に改装

・ カスケード、水時計を花壇にする。

・ 日向の庭、日陰の庭

花山ゾーン

H23.2.21現在

・池周辺のツツジ再配置

・観光案内所を花山サービス

　センターに移転、新築

・ オープンスペースの確保

・新公園の一部に秋咲きつつじ

パーキングゾーン
・アプローチ部や現管理

　事務所周辺の駐車場化

メイン動線
（花山～尾曳橋）

～～春はつつじ、秋にはもみじ、一年中楽しめる「花のまち館林」ならではの花木公園～～
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第１章　自然環境の保全と創造

　桐生市新里町不二山地域の面積約45haの里山を

利用して、 昆虫の生態を観察 ・ 研究することができ

る昆虫観察館を中心とした施設や雑木林、 棚田、 畑

などからなる 「ぐんま昆虫の森」 の管理運営を行い

ました。

　この施設では、 恵まれた自然環境の中で、 子ども

から大人までの幅広い県民が、 昆虫をはじめとする

様々な動植物とふれあい、 生命、 自然、 環境を体

験的に学習することができます。

　自然と人間が調和した新しい社会 「自然と人にや

さしい群馬」 の創造に寄与するための施設です。

（1） ホタル観賞会、 夜の雑木林の昆虫観察会実施

　平成22年度については、 ６月中の夜間においてホ

タルの観賞会を４回開催し、 約2,900人の来園者が

ホタルの舞う姿に魅了されました。

　また、 夜の雑木林の昆虫観察会を20年度より夏期

に２回実施し、 約900人の来園者が、 夜の樹液に集

まるカブトムシやセミの羽化、 ライトトラップやフルー

ツトラップに集まる昆虫たちの様子を観察しました。

（2） 県民参加型事業

　昆虫の森では、 多くの県民が整備や管理運営に参

画できる県民参加型事業として、 様々な取り組みを

行っています。

　昆虫を中心とした自然観察の解説などを行う 「ボラ

ンティア解説員」、 茅葺きの赤城型民家の維持管理

を行う 「新里町老人クラブ会」、 また、 昆虫の森運

営上のパートナーとして 「NPO法人新里昆虫研究会」

などがあり、昆虫の森と一体となって活躍しています。

　このように、 昆虫の森の整備、 管理運営には多く

の県民の方々がボランティアとして関わっています。

　県では、 優れた自然環境を維持している地域を自

然環境保全地域に指定し、その保全を図っています。

　平成22年度も、 自然環境保全地域において、 豊

かな自然に触れ、 その仕組みを理解するとともに、

良好な状態を維持するために、 県民のみなさんを対

象に清掃登山を兼ねた自然観察会を開催しました。

全５回開催し、 延べ118人の方が参加しました。 平

成23年度も、 同様の自然観察会を５回実施します。

３　ぐんま昆虫の森

４　自然に親しむ運動

ホタル 夜の雑木林の昆虫観察会

相馬山での清掃作業の様子


